
（様式２） 

教育委員会（議案･報告）第１号 

（所 管）教育センター 能力開発課 

件  名 令和３年度全国学力・学習状況調査への参加について 

提 案 理 由 

全国学力・学習状況調査は、国が義務教育の機会均等とその水準の維持向上の

観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果

と課題を検証し、その改善を図るとともに、学校における児童生徒への教育指導

の充実や学習状況の改善等に役立てること、さらに、そのような取組を通じて、

教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立することを目的としている。 

本調査の目的は教育施策の検証等において有意義であることから、調査に参加

することで、本市の教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図るとともに、

学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てることが

できる。以上のことから、「令和３年度全国学力・学習状況調査に関する実施要

領」に基づき、令和３年度全国学力・学習状況調査へ参加することについて議案

上程するものである。 

議案（報告）の 

概要又は要旨 

 

○全国学力・学習状況調査の概要 

◆実 施 日   令和３年５月２７日（木） 

◆実施対象   小学校第６学年・中学校第３学年 悉皆調査 

◆調査内容   小学校 国語・算数、児童質問紙調査、学校質問紙調査 

中学校 国語・数学、生徒質問紙調査、学校質問紙調査 

◆経年変化分析調査及び保護者に対する調査（抽出校にて） 

 ・本体調査に加え、経年変化分析調査及び保護者に対する調査を実施 

・全国的な学力の推移及び保護者の意識を把握するものであり、全国の小学

校及び中学校から統計的な手法に基づき実施校を抽出 

・調査事項 小学校 国語・算数、中学校 国語・数学・英語 

※英語については、教科に関する生徒質問紙調査及び学校質

問紙調査を実施 

       保護者：児童生徒の家庭における状況、保護者の教育に関する

考え方等に関する質問紙調査 

 （実施例）１教科の経年変化分析調査、保護者に対する調査 

備 考 
 

議決後必要と 

なる取組 

この案件の教育委員会議決後は、 

□ 上記案により、公布する。 

□ 令和  年 第  回市議会（定例会・臨時会）に提出する議案につい

ては、異議がないものとして回答する。 

■ その他（ 文部科学省総合教育政策局へ回答する ） 
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令和３年度全国学力・学習状況調査への参加について 

 

 

 

 このことについて、文部科学省が実施する令和３年度全国学力・学習状況調査へ 

参加するものとする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月８日 

堺 市 教 育 委 員 会 

教育長  中谷省三 

 

 




















































